
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

（
政
党
の
支
部
）

（
ロ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

代
表
者
の

会
計
責
任

主
た
る
事
務
所

政

党

の

一
以
上
の

届

出

名

称

氏

名

者
の
氏
名

の

所

在

地

名

称

市
町
村
等

年

月

日

の
区
域
を

単
位
と
し

て
設
け
ら

れ
る
支
部

維
新
の
党
生

山
田
耕
三

山
田
耕
三

生
駒
市
あ
す
か

維
新
の
党

○

平
成
二
十

駒
市
議
会
第

台
二
五
―
一
二

六
年
十
月

１
支
部

七

二
日

自
由
民
主
党

森
和
俊

生
田
宏
史

磯
城
郡
田
原
本

自
由
民
主

○

平
成
二
十

奈
良
県
保
育

町
宮
古
六
六
七

党
本
部

六
年
十
月

推
進
連
盟
支

十
日

部
（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日



氏

名

の

氏

名

所

在

地

玉
井
治
之
後
援
会

生
田
實

渡
部
由
香

磯
城
郡
川
西
町
結
崎

平
成
二
十
六
年
十

七
四
七
―
五
七

月
一
日

安
本
た
か
ひ
と
後
援

安
本
隆
人

安
野
由
美

大
和
高
田
市
今
里
町

平
成
二
十
六
年
十

会

三
四
三
―
一

月
一
日

大
和
振
興
研
究
会

亀
田
忠
彦

浅
田
宗
彦

橿
原
市
内
膳
町
四
―

平
成
二
十
六
年
十

四
―
一

月
七
日

こ
お
り
や
ま
新
生
の

北
尾
百
合
子

北
尾
百
合
子

大
和
郡
山
市
山
田
町

平
成
二
十
六
年
十

会

四
五
八

月
十
五
日

西
村
ち
ず
こ
応
援
隊

西
村
千
鶴
子

吉
崎
恵
美

大
和
郡
山
市
高
田
町

平
成
二
十
六
年
十

二
四
五

月
十
六
日

石
田
三
郎
後
援
会

上
田
勝
弘

播
田
哲
雄

磯
城
郡
川
西
町
下
永

平
成
二
十
六
年
十

三
六
九
―
三

月
二
十
三
日

西
伸
会

松
本
伸
司

真
藤
英
喜

橿
原
市
大
軽
町
五
九

平
成
二
十
六
年
十

―
一

月
二
十
四
日

鳳
道
会

松
村
貞
敏

堀
巴
美

御
所
市
竹
田
七
三
―

平
成
二
十
六
年
十

三

月
二
十
四
日

前
島
敏
男
後
援
会

前
島
敏
男

前
島
千
賀
子

天
理
市
前
栽
町
一
○

平
成
二
十
六
年
十

二

月
二
十
四
日

小
山
勇
後
援
会
「
明

国
分
信
孝

小
山
昇

生
駒
郡
平
群
町
三
里

平
成
二
十
六
年
十



日
の
平
群
を
考
え
る

八
三
二
―
九

月
二
十
七
日

会
」

住
み
よ
い
磯
城
郡
を

西
川
六
男

西
川
康
子

磯
城
郡
田
原
本
町
味

平
成
二
十
六
年
十

つ
く
る
会

間
八
三
五

月
二
十
七
日

奈
良
県
保
育
推
進
連

森
和
俊

生
田
宏
史

磯
城
郡
田
原
本
町
宮

平
成
二
十
六
年
十

盟

古
六
六
七

月
二
十
七
日
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